
福 祉のまちづくりのための施設整備
バリアフリーガイドライン

条例の理念や趣旨をはじめ、バリアフリー法や福祉のまちづくり条例に規定する基準をご理解い

ただき、誰もが出かけやすいまちづくり、使いやすい施設づくりを進めていただくため、施設の

設計、維持管理時の配慮事項をまとめた「大阪府福祉のまちづくり条例ガイドライン」を平成28

年4月に作成し、令和8年3月に「福祉のまちづくりのための施設整備バリアフリーガイドライン」

と改訂し、公表しました。

望ましい事項（○）、政令・条例の基準（●）として解説し、項目ごとに参考となる図等をつけてイメー

ジしやすい構成となっています。

大阪府のホームページに掲載しています。また、ホームページにはその他にも福祉のまちづくり

に関する情報等を公開しています。ぜひ一度ご覧ください。

令和 ７年６月 １日 改正施行
令和 ８年 ４月１日 改正施行

都市整備部 住宅建築局 建築環境課 住環境推進グループ
〒５５９ー８５５５大阪市住之江区南港北１－１４－１６咲洲庁舎（さきしまコスモタワー）２７階

TEL ０６（６２１０）９７１７/ファックス０６（６２１０）９７１４

HP http://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_kikaku/fukushi_top/index.html （lおおさかのあたりまえ／福祉のまちづくり）
令和8年4月発行

http://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_kikaku/fukushi_top/index.html


用途区分 対象規模

学校

すべて

病院又は診療所

集会場又は公会堂（※）

保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用
する官公署

老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに
類するもの

老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者

福祉センターその他これらに類するもの

博物館、美術館又は図書館

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構
成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供する
もの

公衆便所

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 床面積の合計 100㎡以上

（用途の変更の場合にあって

は、当該用途の変更に係る部

分の床面積200㎡）

飲食店

理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、
銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗

自動車修理工場
（不特定かつ多数の者が利用するものに限る。） 床面積の合計 200 ㎡以上

劇場、観覧場、映画館又は演芸場

床面積の合計 500 ㎡以上展示場

自動車の停留又は駐車のための施設 ( 一般公共

の用に供されるものに限る。)

ホテル又は旅館

床面積の合計 1,000 ㎡以上

体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに

類する運動施設又は遊技場

公衆浴場

自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室
その他これらに類するもの

共同住宅（※2） 床面積の合計 2,000 ㎡以上
又は住戸の数 20 戸以上

寄宿舎
床面積の合計 2,000 ㎡以上

又は住戸の数 50 戸以上

公共用歩廊 床面積の合計 2,000 ㎡以上

また、建築物や、開発に伴って設置される道路・公園等を整備する際には、福祉のまちづくり担

当窓口（市町村及び大阪府）への事前協議が必要となる場合があります。

建築確認申請や事前協議が必要のない建築物であっても、全ての利用者が円滑に利用できるよう、

適切なバリアフリーの整備をお願いします。

基準適合義務の対象です。

建築確認申請において審査します。



案内所または、案内設備等を設ける

・案内板にはバリアフリー化されたエレベー
ターやトイレ、駐車場、大人用介護ベッド等の位
置を示すこと（点字対応含む）

・案内所は、車椅子使用者が利用しやすい高さに
すること。



オストメイト対応設備を設ける

（オストメイト対応設備）

洗浄装置は押しボタン等にする

衣服を掛ける金具を設ける

（以下は、床面積の合計10,000㎡以上に限る）

オストメイト対応設備を温水が使え

るものとする

荷物を置く棚を設ける

衣服を掛ける金具を2以上設ける

（その他の設備）

触知図案内板を設ける

(案内板の前の床面には視覚障がい者

誘導用ブロックを設ける)

ベビーチェア及びベビーベッドを設ける
（床面積の合計1,000㎡以上）

トイレ内への火災の発生を報知する

フラッシュライトを設ける

（床面積の合計10,000㎡以上）

車椅子使用者用便房を設ける

（車椅子使用者用便房）

出入口幅は80cm以上

段差を設けない

腰掛便座・手すりを設ける

車椅子で利用しやすい空間の確保

洗浄装置は押しボタン等にする

衣服を掛ける金具を設ける

大人用介護ベッドを設ける

（床面積の合計5,000㎡以上）

（男子用小便器）

※小便器を設置する場合に限る

床置式または高さの低いものを設ける

手すりを設ける


